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表１ （い）欄
＜A区域＞
○手稲山口地区(調9)低層専用住宅地区の区域
○新川北地区(調20)の全区域
○前田公園南地区(調22)低層住宅地区の区域
○曙11条2丁目地区(調23)の一般住宅地区の区域
○上記に接する区域のうち市長が定める区域

＜B区域＞
○前田公園南地区機能複合地区の区域
○曙11条2丁目地区の医療・福祉地区の区域
○上記に接する区域のうち市長が定める区域

＜C区域＞
○手稲山口地区沿道A地区及び沿道B地区の区域
○清田・真栄地区沿道A地区及び沿道B地区の区域
○前田公園南地区沿道地区の区域
○曙11条2丁目地区の沿道地区の区域
○上記に接する区域のうち市長が定める区域

（い）欄
＜A区域＞
○新川北地区(調20)の全区域
○曙11条2丁目地区(調23)の一般住宅地区の区域
○上記に接する区域のうち市長が定める区域

＜B区域＞
○曙11条2丁目地区(調23)の医療・福祉地区の区域
○上記に接する区域のうち市長が定める区域

＜C区域＞
○清田・真栄地区(調21)の全区域
○曙11条2丁目地区(調23)の沿道地区の区域
○上記に接する区域のうち市長が定める区域
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